
特集 Special edition

　子どもたちが通っている保育園や幼稚園や認定こども園ではどんなことをしているかご存知ですか？

幼稚園は教育の場？保育園は預かってもらうところ？認定こども園は？それぞれの施設は、どのような違

いがあるの？など今回は、霧島市の幼児教育の現状や各施設の内容についてお知らせします。

　霧島市では、妊娠・出産、子育てに関係する支援事業、相談窓口、保育園・
幼稚園などの子育て支援情報を掲載した「霧島市子育てガイドブック　ぐんぐん
の木」を発行しています。
　現在、子育て中の皆さま、これから子育てをされる皆さま、ぜひご活用ください。

保育園・小規模保育事業 幼稚園 認定こども園

標準的な保育時間

入園可能年齢

保育短時間：8時間
保育標準時間：11時間

教育標準時間：4時間 教育標準時間：4時間
保育短時間：8時間
保育標準時間：11時間

2号認定
（3歳～小学校就学前）
3号認定（0歳～２歳）
※小規模保育事業は
　0歳～2歳

1号認定
(3歳～小学校就学前)

1号認定
 (3歳～小学校就学前)
2号認定
 (3歳～小学校就学前）
3号認定
 (0歳～２歳）

時間延長
延長保育 ※１ 預かり保育

(ある園とない園がある)
預かり保育
延長保育 ※1

給食の提供
義務（2号認定児は
副食のみ）

任意 1号認定児：任意
２・３号認定児：義務
（2号認定児は副食のみ）

入園申込み
市町村の担当窓口 園に直接 1号認定は園に直接

２・３号認定は市町村
の担当窓口

教育・保育内容の
基準

保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども
園教育・保育要領
（保育所型・幼稚園型は
異なる）

利用できる条件
保育に欠ける状況 なし 1号認定：なし

２・３号認定：保育に
欠ける状況

保育料

市町村の徴収基準による
※小規模保育事業は園
　が徴収

私立：園の徴収基準に
よるものと市町村の
徴収基準によるもの
がある
公立：市町村の徴収基
準による

市町村の徴収基準に
より、園が徴収

※１　通常の保育時間の前後１～2時間（園により異なる）

3,613 3,431 7,044

私立幼稚園（竹の子幼稚園・国分愛の園幼稚園を除く。）の場合、認定の申請
は不要で、利用手続きの変更はありません。

保育園・認定こども園など(２・３号認定)の場合

私立(一部)・公立幼稚園・認定こども園(1号認定)等の場合

　来所、郵送、FAXで登録票と求職票を提出
してください。
　就職を希望する保育施設から求人があった
場合、紹介状を発行し、保育施設で行う面接
の日程を市が調整します。
　面接には、紹介状、履歴書、保育士などの
資格免許証を持参してください。
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